
 

 

 

 

 

 

武蔵村山市多摩都市モノレール基金応援ポイント事業について 

 

 

このことについて、下記のとおり開始しますので、お知らせします。 

 

                   記 

 

 １ 目的 

多摩都市モノレールの延伸に対する市民等の気運の更なる醸成を図り、市と市民等

が一体となった延伸活動を推進するため、自治体ポイント（※）を多摩都市モノレー

ルの延伸に必要な資金の一部として寄附できるよう、武蔵村山市多摩都市モノレール

基金応援ポイント事業を実施する。 

 

※クレジットカードのポイントや航空会社のマイレージ等の各社のポイントを、マ

イナンバーカードを使い自治体ポイントに交換することで、１自治体ポイント＝１

円分として寄附が可能。（詳細は総務省 HP 参照） 

 

２ 実施期間 

令和２年８月１日から当分の間 

 

３ 周知方法 

   市ホームページ及び市報（８月１日号） 

市 民 情 報 提 供 資 料 

都 市 整 備 部 交 通 企 画 ・ モ ノ レ ー ル 推 進 課  


